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我孫子市の人事の運営等の状況について公表します。職員数及び職員給与等の内容は次の

とおりです。 

第１章 職員数及び職員の任免に関する状況  

  

(1) 職員数の推移（各年度 4月 1日現在）   

 

 

年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

職員数 859 851 857 853 858 861 875 888 903 

人口 132,401 132,231 132,167 132,002 131,559 131,147 130,959 131,262 131,254 
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(2) 職員の任免等の状況 

区     分 

令和 6年度 令和 7 年度 

4.1 現在 

職員数 

新規 

採用者 
年度中 

退職者 

新規 

採用者 

異動等に 

よる増減 

4.1 現在 

職員数 

一般行政部門 562人 7人 ▲23人 20人 － 566人 

教育委員会 83 人 2人 ▲1人  2人 1人 87人 

公営企業等 74 人 3人 ▲2人  2人 － 77人 

消        防 169人 － ▲5人  9人 － 173 人 

合    計 888人 12人 ▲31 人 33 人 1人 903 人 

※ 公営企業等の職員は、水道局、下水道課、国保特別会計及び介護保険特別 

会計に属する職員をいいます。 

 

(3) 障害者の雇用の状況     令和 7年 6月 1日現在雇用率 

我孫子市・我孫子市教育委員会 2.95％ 

 

 (4) 新規採用職員数 

ア 令和 6年 10月 1 日採用者数 

職種 一般行政職 保育士 合計 

上級 初級 

人数 9人 2人 1 人 12人 

イ 令和 7年 4月 1日採用者数 

職種 
一般行政職 技術職 

保健師 
上級 初級 土木 建築 機械 

人数 14 人 2人 1人 1人 1人 1人 

職種 管理栄養士 保育士 司書 消防士 合計 

人数 1人 2人 1人 9人 33 人 

 

（5）令和 6年度中の退職者数 

※定年退職 … 61 歳に達した日以後における最初の 3月 31 日に退職します。 

※応募認定退職 … 退職日年齢 45歳以上の者が早期退職募集に関する要綱に基づき 

退職するもので、退職手当等に優遇措置があります。 

職 定年退職 応募認定退職 普通退職 死亡退職 懲戒免職 計 

一般行政職 5人 3人 9人 － － 17 人

0 福  祉  職 2人 1人 4人 1人 － 8人 

税 務 職 － － － － － － 

消 防 職 3人 － 2人 － － 5人 

医 療 職 － － － － － － 

技能労務職 1人 － － － － 1人 

企 業 職 － 

 

－ － － － － 

計 17人 4人 15人 

人 

1人 － 31 人 
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(6) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在） 

（注）1.職員数は、一般職に属する職員数です。2.[ ]内は、条例定数の合計です。 

 

 (7)年齢別職員構成の状況(各年 4月 1日現在) 

 

 

区分 
20歳

未満 

20歳

～ 

23歳 

24 歳

～ 

27 歳 

28歳

～ 

31歳 

32歳

～ 

35歳 

36歳

～ 

39歳 

40歳

～ 

43歳 

44歳

～ 

47歳 

48歳

～ 

51歳 

52歳

～ 

55歳 

56歳

～ 

59歳 

60歳

以上 
計 

職員

数 
5人 54人 97 人 103 人 114 人 85人 96人 82人 92人 88人 68人 19人 903人 
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 職員数 対前年
増減数 

主な増減理由 
令和 6 年度 令和 7 年度 

一
般
行
政 

議会 9 7 △2 業務減による体制見直し 

総務・企画 141 144 3 組織改編による体制見直し 

税務 40 39 △1 財政課業務移管による体制見直し 

農林水産 13 13 0  

商工 10 10 0  

土木 84 87 3 道路課の体制強化等 

民生 206 206 0  

衛生 59 60 1 健康づくり支援課の欠員補充 

小計 562 566 4  

特
別
行

政 

教育 83 87 4 総務課の体制強化等 

消防 169 173 4 増隊による消防職員数の増 

小計 252 260 8  

公
営
企
業

等 

水道 19 20 1 経営課の体制強化 

下水道 16 16 0  

その他 39 41 2 高齢者支援課の体制強化等 

小計 74 77 3  

合計 
888 

[1,121] 
903 

[1,121] 
15 
[0]  
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(8) 定員管理計画について 

 令和６年度から令和９年度を期間とする本計画では、これまで本市が取り組んできた職

員数の削減に重点を置くのではなく、事務事業の見直し、ＩＣＴ技術の導入やシステムの

最適化、民間活力の導入に取り組みつつ、少子高齢化の進展や地球環境への配慮など増大

する行政需要や、近年の自然災害や感染症対策等の危機管理対策などの新たな行政課題に

対応できる体制としました。 

 

○定員管理計画（令和 6 年度～令和 9年度） 

各年４月１日現在 

年度 
計画期間 

6年度 7年度 8年度 9年度 合計 

職員数（目標数） 
906 912 925 920 ― 

(+30) (+6) (+13) (▲5) (+44) 

 うち消防職員数 

（目標数） 

174 180 183 183 ― 

 (+14) (+6) (+3) (±0) (+23) 

職員数（実績） 889 ― ― ― ― 

 うち消防職員数（実績） 169 ― ― ― ― 

  ※職員数の（ ）は対前年度増減数。 

  ※令和６年度の職員数（実績）欄の数値には、東葛中部地区総合開発事務組合への派遣

者１名を含んでいます。 

 

（参考）これまでの定員管理適正化計画の概要と実績 

年度 H8  H9 H10  H11  H12  H13 H14 H15 H16 

実績値 1,080 1,081 1,076 1,070 1,065 1,061 1,049 1,021 1,000 

目標値 ― 1,078 1,076 1,072 1,068 1,064 1,049 1,034 1,022 

計画期間中

の増減数 

― ▲19 ▲61 

 第一次計画 第二次計画 

取組の 

内容 

― 職員の増加傾向に歯止めをかけ、人件費総額を圧縮する

ため、職員数削減の取り組みをスタート 

クリーンセンターや学校給食の委

託化の推進、職種の変更を可能に

する転任制度や非常勤職員等の活

用で、退職者補充のための職員採

用を抑制 

 

年度 H17  H18 H19 H20  H21 H22 H23 H24 H25 H26 

実績値 996 977 955 925 911 888 874 869 869 869 

目標値 996 976 956 920 910 890 860 870 870 867 

計画期間中

の増減数 

▲75 ▲51 ▲5 

第三次計画 第四次計画 第五次計画 



R7.11.28 

5 

取組の 

内容 

業務点検・見直し作業を行い、委託化の

推進、非常勤職員・派遣職員の活用など

により職員数を削減 

民間委託、非常勤職員の活用

などにより職員数を削減 

少数精鋭による組織づくりに

取り組むとともに被災地の復

旧・復興に必要な人員を確保 

年度 H27  H28 H29 H30  H31 R2 R3 R4 R5 

実績値 866 864 859 851 857 857 859 862 876 

目標値 861 858 852 856 854 857 857 857 868 

計画期間中

の増減数 

▲10 ▲2 19 

第六次計画 第七次計画 第八次計画 

取組の 

内容 

少数精鋭による組織づくりに取

り組むとともに被災地の復旧・

復興に必要な人員を確保 

再任用短時間勤務職

員の活用などにより

必要な人員を確保 

新型コロナウイルス感染症、国などへの派

遣、病気休職・育児休業の代替の対応強化、

保健師や看護師など専門職の体制強化などに

より職員数を増加 
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第２章 職員の給与等に関する状況  

(1) 人件費（普通会計決算） 

 

 

※ 普通会計とは、水道・下水道事業会計と国民健康保険や介護保険などの特別会計以外の会計を 

  いいます。 

※ 人件費には、市長などの常勤特別職や議員、委員会の委員などの非常勤特別職、常勤一般職お

よび非常勤一般職の報酬、給料、諸手当、共済組合負担金、社会保険料負担金などが含まれて

います。 

 

(2) 職員一人当たりの給与費（普通会計決算） 

 

▼上記グラフの数値 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和 5年度 令和 6年度 

我孫子市  6,364 千円 6,203千円 6,173 千円 6,144 千円 6,513 千円 

柏市  5,981 千円 5,915千円 5,960 千円 5,881 千円 6,231 千円 

流山市 6,508 千円 6,231千円 6,121 千円 6,254 千円 6,107 千円 

鎌ヶ谷市 5,699 千円 5,903千円 6,079 千円 6,178 千円 － 

野田市 6,625 千円 6,272千円 6,610 千円 6,528 千円 7,109 千円 

松戸市 6,764 千円 6,753千円 6,719 千円 6,880 千円 － 

※給与費とは、給料と扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などの諸手当

の額を合計したものです。 

※鎌ケ谷市及び松戸市の令和 6年度の値については公表時期が 12月のため掲載していません。 

（千円） 



R7.11.28 

7 

▼我孫子市の令和 6年度の職員給与費（普通会計決算） 

職員数 
給   与   費 1人当たりの 

給与費 
給 料 職員手当 期末・勤勉手当 

計 

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）／（Ａ） 

814人 

千円 千円 千円 千円 千円 

3,041,978 877,433 1,381,883 5,301,294 6,513   

※職員数は令和 6年 4月 1日の人数です。 ※職員手当には退職手当を含みません。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在） 

年 度 我孫子市 柏市 流山市 鎌ヶ谷市 野田市 松戸市 

令和 4年度 98.8 102.6 102.3 101.6 98.7  101.1 

（地域手当補正後） (93.3) (102.6) (103.6) (103.0) (98.7) (101.1) 

令和 5年度 99.8 102.0 102.6 100.8 99.2 100.9 

（地域手当補正後） (94.2) (102.0) (103.9) (102.2) (99.2) (100.9) 

令和 6年度 100.0 102.0 102.4 99.6 99.4 100.8 

（地域手当補正後） (94.4) (102.0) (103.7) (101.0) (99.4) (100.8) 

※ラスパイレス指数とは、給料月額を基にして、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地

方公務員の給与水準を示す指数です。なお、地域手当補正後のラスパイレス指数は、給料月額

と地域手当を合算した額を基にして、前記と同様に算定した指数です。 

 

(4) 職員の平均年齢、平均給料月額と平均給与月額（令和 7年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 40.0歳 325,348円 415,365円 

技能労務職 56.5歳 353,690円 420,571円 

  うち用務員 58.5歳 375,450円 426,569円 

  うち自動車運転手 58.8歳 320,200円 438,094円 

  うち清掃職員 58.0歳 383,600円 451,145円 

  うちその他技能労務職 55.2歳 356,046円 409,553円 

消防職 36.6歳 308,483円 399,623円 

※ 平均給料月額とは、職種ごとの職員の基本給の平均です。 

※ 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時

間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。 

※ 技能労務職については、現在、退職者不補充や民間委託の推進による職員数削減に取り組んで

います。今後も職務の性格や内容を踏まえつつ、民間、国・県および近隣市の職員の給与等を

参考としながら適正な給与制度の運用に努めていきます。 

 

(5) 職員の初任給（令和 7年 4月 1日現在） 

区     分 我孫子市 柏市 流山市 鎌ケ谷市 野田市 松戸市 

一般 大学卒 225,600円 225,600円 225,600円 220,000円 225,600円 225,600円 

行政職 高校卒 194,500円 194,500円 194,500円 188,000円 194,500円 194,500円 
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 (6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（令和 7年 4月 1日現在） 

区     分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一般行政職 
大学卒 272,867 円 302,450  円 358,184 円 

高校卒 - 円 273,300 円 - 円 

技能労務職 高校卒 - 円 - 円 - 円 

消防職 
大学卒 - 円 - 円 ‐ 円 

高校卒 256,400  円 287,300  円 319,300 円 

 

(7) 一般行政職の級別職員数（令和 7年 4月 1日現在） 

 

※ 市の給与条例に基づく給料表の区分による職員数です。 

※ 標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

 

 

 

 

1級 13 人 3.00 % 1級 23 人 4.9 % 31 人 6.4 %

2級 88 人 20.40 % 2級 106 人 22.4 % 104 人 21.6 %

3級 80 人 18.60 % 3級 105 人 22.1 % 106 人 22.0 %

4級 39 人 9.00 % 4級 41 人 8.6 % 43 人 9.0 %

5級 80 人 18.60 % 5級 73 人 15.4 % 67 人 13.9 %

6級 50 人 11.60 % 6級 54 人 11.4 % 52 人 10.8 %

7級 52 人 12.10 % 7級 60 人 12.7 % 67 人 14.0 %

8級 29 人 6.70 % 8級 12 人 2.5 % 11 人 2.3 %

431 人 100.0 % 474 人 100.0 % 481 人 100.0 %

係長（主査長）

計

課長・主幹

主査長

区分
標準的な職務の内

容

主事、技師

主任主事

主任

部長、部次長

職員数 構成比

課長補佐、副主幹 課長補佐、 副主幹

主査主査

令和7年4月1日現在

構成比

令和6年4月1日現在

職員数 構成比

課長、主幹

部長、部次長

職員数

計

区分

主事、技師

標準的な職務
の内容

5年前（令和2年4月1日）

主任主事

主任

1級, 6.4% 1級, 4.9% 1級, 3.0%

2級, 21.6% 2級, 22.4%
2級, 20.4%

3級, 22.0% 3級, 22.1%

3級, 18.6%

4級, 9.0% 4級, 8.6%

4級, 9.0%

5級, 13.9% 5級, 15.4%

5級, 18.6%

6級, 10.8% 6級, 11.4%
6級, 11.6%

7級 , 14.0% 7級 , 12.7%
7級 , 12.1%

8級, 2.3% 8級, 2.5%
8級, 6.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和7年度の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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(8) 地域手当 

1人当たりの平均

支給年額 

令和 5年度決算 令和 6年度決算 令和 7年度予算 

364千円 375千円 385千円 

支給率 
令和 5 年度 令和 6年度 令和 7年度 

9.5% 9.5% 9.5% 

※ 地域手当とは、民間における賃金、物価および生計費が高い地域で支給する手当です。 

※ 地域手当の支給額＝（給料、扶養手当および管理職手当の月額の合計額）×支給率 

▼地域手当支給率の比較（令和 7年 4月 1日現在） 

区  分 我孫子市 柏市 流山市 鎌ヶ谷市 野田市 松戸市 

支給率 9.5% 7% 7.5% 6% 8% 10% 

 

(9) 期末手当・勤勉手当（令和 6年度決算） 

1人当たりの 

平均支給年額 
期末手当 勤勉手当 役職加算 

1,704,655 円 2.50月分 2.10 月分 6％～20％ 

※ 国は役職加算が 5%～20%の他、管理職加算 10%～25%があります。 

 

(10) 時間外勤務手当（令和 6年度決算） 

支給実績 235,144千円 1人当たりの平均支給年額 355 千円 

 

(11) 特殊勤務手当 

区   分 全 職 種 

支給実績（令和 6年度決算） 13,907 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和 6年度決算） 70千円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 6年度決算） 22.8% 

手当の種類（手当数）（令和 7年 4月 1日現在） 7種類 

 

区 分 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 

危険作業手当 消防職員 
毒物、劇物など有害物の 

取扱作業 
日額  500 円 

防災作業手当 消防、防災担当職員など 災害救助、り災者対策業務 日額 1,000 円 

消防作業手当 消防職員 消防作業 １回 300円～600円 

行旅死病人取扱手当 社会福祉課職員 行旅死病人の取扱作業 
死亡人１件 3,000 円 

病人 １件 1,500 円 

感染症防疫等作業手当 健康づくり支援課職員 
感染症発生予防、まん
延防止処理 

日額  500  円 

環境現場作業手当 
手賀沼課、資源循環推進

課、生活衛生課、道路課

又は公園緑地課の職員 

清掃作業、道路補修など 

現場作業 
日額  500  円 

医療的ケア手当 
保育士(認定特定行為業

務従事者) 
喀痰吸引又は経管栄養 日額  500  円 
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（12） その他の手当（令和 7年 4月 1日現在） 

区 分 
内容および支給単価 

（1カ月） 
国の制度と内容 

支給実績 
１人あたり 

平均支給年額 

（令和 6 年度決算） （令 6 年度決算） 

扶養手当 

配偶者 3,000 円 

同じ 81,865 千円 227千円 

子 1 人 11,500 円 

父母等 1 人 6,500 円 

16 歳～22 歳１人 5,000 円加

算 

行政職給料表 8 級の職員は、

配偶者に係る手当は不支給、

父母等に係る手当は 3,500円 

住居手当 

借家 28,000 円を限度 

同じ 

 

52,250 千円 284 千円 （手当対象家賃 16,000 円を超え

る場合） 

通勤手当 

電車・バス利用者に対し、6カ

月定期券代を半年に一度支給 
同じ 

69,826 千円 98千円 自家用車等の利用者に対し、距

離に応じ月額 4,600 円～28,000

円支給 

距離に応じ、月額 2,000

円～31,600 円 

管理職 

手当 

部長級 73,300 円 
4 級～10 級の職務の級

に応じて 46,300 円～

139,300 円を支給 

90,005 千円 581千円 
次長級 60,100～63,500 円 

課長級 46,200～55,400 円 

課長補佐級 38,700 円 

 

（13） 退職手当（令和 7年 4月 1日現在 千葉県市町村総合事務組合） 

区分 
自己都合

（市） 

自己都合

（国） 

応募・定年

（市） 

応募・定年

（国） 
その他の加算措置 

勤続２０年 19.6695 月分 同じ 24.586875 月分 同じ 
・定年前早期退職特例措置 

（3％～45％加算） 

勤続２５年 28.0395 月分 同じ 33.27075 月分 同じ  

 

一人あたりの平均支給額  

18,544 千円 

勤続３５年 39.7575 月分 同じ 47.709 月分 同じ 

最高限度額 47.709 月分 同じ 47.709 月分 同じ 

 ※１人あたりの平均支給額は、前年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。 

 ※退職手当は、千葉県市町村総合事務組合の退職手当条例で支給率が定められています。 
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（14） 特別職の報酬等の状況（令和 7年 4月 1日現在）            （単位：円） 

区 分 
給  料  月  額  等 

我孫子市 柏  市 流 山 市 鎌ケ谷市 野 田 市 松 戸 市 

給 

料 

市 長 882,000 974,900  926,500  900,000  972,000  1,050,000  

副市長 754,000 801,400  800,000  780,000  831,000  860,000  

教育長 688,000 731,400  741,300  705,000  750,000  760,000  

地域

手当 

三役の

支給率 無 7％ 7.5％ 無 無 10% 

報 

酬 

議 長 540,000 677,600  547,900  505,000  564,000   720,000  

副議長 480,000 605,600  488,100  455,000  509,000   660,000  

議 員 450,000 585,300  458,250  430,000  467,000   590,000  

期末

手当 

市長 

副市長 

教育長 

4.55月分 4.60月分 4.55月分 4.60月分 4.60月分 4.60月分 

議長 

副議長 

議員 

4.15月分 4.60月分 4.40月分 4.60月分 4.60月分 4.60月分 

退職

手当 

市 長 14,817,600 16,846,272 15,565,200 15,120,000 20,995,200 23,688,000 

副市長 9,048,000 7,693,440 9,600,000 9,360,000 9,972,000 10,732,800 

教育長 4,953,600 4,212,864 5,337,360 5,076,000 5,400,000 5,198,400 

支給時期 任期ごとに支給 

 

（15） 特別職の給料月額等の推移（各年 4月 1日現在）          （単位：円） 

区  分 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

給 料 

市 長 846,000 846,000 855,000 882,000 

副市長 724,000 724,000 732,000 754,000 

教育長 662,000 662,000 669,000 688,000 

地域手当 三役の支給率 無 無 無 無 
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第３章 職員の服務等に関する状況  

 

1 職員の勤務時間その他の勤務条件状況(勤務時間・休憩・休日・休暇) 

（1） 令和 7年 4月 1日現在の勤務時間休憩等 

1週間の 

勤務時間 

1日の 

勤務時間 

勤務の 

開始時間 

勤務の 

終了時間 
休憩時間 

38時間 45分 7 時間 45分 8時 30分 17時 00分 
12時 15分から 
13時 00分まで 

 

（2） 有給休暇 

休暇の種類 内 容 日数等 

年次有給休暇 
20 日を超えない限度で翌年度に繰り越
すことができます 

1年度につき 20日付与 

病気休暇 
負傷又は疾病のために勤務できない職
員に対し、やむを得ないと認められる最
小限度の期間認められる休暇 

90 日以内 

特別休暇 
社会習慣上や物理上等から勤務しない
ことが真にやむを得ない場合に認めら
れる休暇 

主な特別休暇と承認される日
数等は次の表のとおりです。 

特別休暇の日数等                                                 

原  因 日数等  

職員の分べん 
出産予定日以前 8 週間、出産の翌日
から 8週間 

女性職員の生理時の就業が著しく困難な場合 2日以内 

生後１年に達しない子の保育のために必要な授
乳等 

1日 2回それぞれ 30分以内 

職員の結婚 5日以内 

父母の祭日 1日以内 

忌引 親族に応じて 1日から 10日の範囲内 

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保
健法に規定する保健指導又は健康診査を受ける
場合 

妊娠週に応じて 4 週間に 1 回から 1
週間に 1回で必要な時間 

骨髄移植のためのドナー登録又は提供に伴う検査入
院 

必要と認める期間 

社会に貢献する活動 1年度 5日 

つわり 一の妊娠期間につき、5日の範囲内 

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の
混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響が
あると認められる場合 

勤務時間の始め又は終わりにおいて
１日１時間を超えない範囲内で必要
とされる期間 

夏季の諸行事、心身の健康増進又は家庭生活の充実 6日の範囲内 

子育て 
子の年齢により 1年度 15日、10日、
8日の範囲内 

要介護者の必要な世話を行うため、勤務しない
ことが相当であると認められる場合（短期介護
休暇） 

1の年度において 5日（要介護者が 2人
以上の場合は 10 日）の範囲内 
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（3） 無給休暇・休業 

 

 

2 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 令和 6年度中の分限処分の件数 

分限処分は、職員が職責を十分果たすことができない場合に公務能率を維持し、適正な運営

を確保するため、職員の意に反して行う処分です。 

処分事由 処分の種類 件数 

心身の故障 

（地方公務員法第 28条第 2項第 1号） 
休 職 49件 

 

(2) 令和 6年度中の懲戒処分の件数 

懲戒処分は、職員の非違行為に対して制裁を与える制度で、職員の一定の義務違反に対す 

る道義的責任を追及することで、規律を保持し、秩序を維持するものです。 

   令和 6年度中に懲戒処分はありませんでした。 

 

  

種類 制度の概要 日数等 

介護休暇 

介護時間 

職員が配偶者、父母、子等の介護をするた

め勤務しないことが相当であると認めら

れる場合に承認される休暇 

・介護休暇～１年度 180日以内 

・介護時間～連続する 3年の期間内 

 において 1日を通じて 2時間以内  

育児休業 

部分休業 

仕事と育児の両立、調和を可能とする制度

で、継続的な勤務を促進するもので、3 歳

未満の子どもを養育する職員が、男女を問

わず取得できる休業。部分休業は、小学校

就学始期までの子の養育のため、1 日の勤

務時間の一部について勤務しない休業 

・育児休業～当該子の出産の翌日か

ら 3歳に達するまでの前日までの

間において原則 2回。 

・部分休業～1 日につき 2 時間以内

又は 1 年につき 10 日相当の勤務

時間の範囲内。 

※いずれかの部分休業を職員は申

し出る。 

配偶者 

同行休業 

公務において活躍することが期待される

有為な職員の継続的な勤務を促進するた

め、外国で勤務等をする配偶者と生活を共

にすることを希望する場合に、職員として

の身分を保有しつつ、職務に従事しないこ

とができる休業 

 

配偶者が外国に住所又は居所を定め

て滞在する期間のうち、職員が希望

する期間（３年の範囲内） 
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3  職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 職員の研修の状況 

限られた職員数で魅力あるまちづくりを進めるためには､職員一人ひとりの資質の向上を図

り､能力を最大限に引き出すことが必要です。そのため、市では経験年数や職階に応じた階層別

研修、専門的な知識､技能を修得するための専門特別研修、研修機関等で学ぶ派遣研修など様々

な研修を実施し、人材育成に努めています。 

 

令和６年度職員研修実施状況 

区分 研修名 受講者 区分 研修名 
受講

者 

階層別 

研修 

新規採用職員前期研修 42 人 
特別 

研修  

防火管理者講習会 1人 

新規採用職員後期研修 44 人 新規採用職員育成担当者研修 34 人 

市内現地視察研修 35 人 管理職研修 15 人 

服務に関する研修（新規採用職員） 42 人 

専門 

研修 

クレーム対応力強化研修 50 人 

新規採用職員メンタルヘルス研修 32 人 行政対象暴力講習会（基本） 8人 

法制執務研修(2年目) 40 人 行政対象暴力講習会（実践） 1人 

政策法務研修(3年目) 44 人 救命講習会 44 人 

業務改善研修(4年目) 27 人 メンタルヘルス研修 31 人 

政策形成研修(5年目) 39 人 交通安全運転研修 40 人 

人事評価研修(新任評定者) 18 人 男女共同参画研修 40 人 

主任研修 33 人 実務研修（認知症の理解） 34 人 

係長研修 19 人 
実務研修（障害福祉に関する研

修） 
28 人 

新任管理職研修 16 人 自殺対策（ゲートキーパー）研修 55 人 

服務に関する研修（新任管理職） 16 人 リスクマネジメント研修 77 人 

千葉県自治研修センター 27 人 DX推進研修（管理職） 49 人 

派遣 

研修 

市町村アカデミー 2 人 
個人情報保護等に関する研修 

（ｅラーニング） 

1,223

人 

国土交通省関東地方整備局 1 人  合計 
2,224

人 

内閣府地方分権改革推進室 1 人 

千葉県企業立地課 1 人 

日本経営協会研修 10 人 

民間教育・研修機関研修 3 人 

千葉県後期高齢者医療広域連合 1 人 

東葛中部地区総合開発事務組合 1 人 
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(2) 令和 6年度中の人事評価の実施状況 

職員が持っている能力、職務上の業績等を客観的に把握したうえで評価を行い、その結果を

職員の人材育成に生かし、組織全体の能力の向上と活性化を進めるため、人事評価要綱に基づ

き人事評価を実施しています。 

評定は、業績､能力､意識の 3 項目を 5 段階で評価（標準的な評点＝20×3＝60 点）し、その

結果を勤勉手当に反映させています。 

令和 6年度評定結果 
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59以下 60～64 65～69 70～75

部長･次長職

課長職

課長補佐職

係長職以下

評点 

職 
59 以下 60～64 65～69 70～75 合計 

部長･次長職 0 人 9人 3人 0人 12人 

課長職 1 人 62人 18人 3人 84人 

課長補佐職 0 人 52人 22人 0人 74人 

係長職以下 9 人 602人 92人 4人 707人 

(評点) 

 

＝令和 6 年度人事評価評定結果＝ 
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4  職員の競争試験及び選考の状況 

（1) 令和 6年度実施の職員採用試験の状況 

ア 令和 7年 4月 1日採用の試験の職種等は、次のとおりです。 

 （ア）令和 6年 6 月 16日実施 

職種 
申込者

数 

第１次 

受験者数 

第１次 

合格者数 

第２次 

合格者数 

最終 

合格者 

事務職（上級） 72人 63人 48人 24人 9人 

合計 72人 63人 48人 24人 9人 

   

 

（イ）令和 6年 9月 22日実施 

職種 
申込者

数 

第１次 

受験者数 

第１次 

合格者数 

第２次 

合格者数 

最終 

合格者 

事務職（上級） 73人 58人 27人 9人 2人 

事務職（上級）【自己推薦】 7人 5人 3人 3人 3人 

事務職（初級）【障害者対象】 13人 10人 7人 2人 2人 

技術職（土木） 2人 2人 2人 0人 0人 

技術職（土木）【経験者】 2人 2人 2人 2人 1人 

技術職（建築） 2人 1人 1人 0人 0人 

技術職（電気） 1人 1人 0人 0人 0人 

技術職（機械） 2人 1人 1人 1人 0人 

福祉総合職 0人 0人 0人 0人 0人 

社会福祉士 1人 1人 1人 1人 0人 

心理士 0人 0人 0人 0人 0人 

保健師 2人 2人 2人 2人 1人 

管理栄養士 12人 9人 5人 2人 1人 

保育士 5人 4人 4人 3人 2人 

司書 16人 14人 6人 2人 1人 

消防士 35人 33人 25人 19人 9人 

合計 173人 143人 86人 46人 22人 
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（ウ）令和 6年 12月 15 日実施 

職種 

※すべて【経験者】 

申込者

数 

第１次 

受験者数 

第１次 

合格者数 

第２次 

合格者数 

最終 

合格者 

技術職（土木） 0人 0人 0人 0人 0人 

技術職（建築） 2人 1人 1人 1人 1人 

技術職（電気） 0人 0人 0人 0人 0人 

技術職（機械） 1人 1人 1人 1人 1人 

福祉総合職 2人 0人 0人 0人 0人 

社会福祉士 0人 0人 0人 0人 0人 

心理士 0人 0人 0人 0人 0人 

保健師 0人 0人 0人 0人 0人 

合計 5人 2人 2人 2人 2人 

 

イ 令和 6年 10月 1日採用の試験の職種等は、次のとおりです。 

 （ア）令和 6年 6 月 16日実施 

職種 
申込者

数 

第１次 

受験者数 

第１次 

合格者数 

第２次 

合格者数 

最終 

合格者 

事務職（上級） 60人 54人 36人 16人 9人 

事務職（初級） 13人 8人 6人 2人 2人 

技術職（土木）【経験者】 1人 1人 1人 1人 0人 

福祉総合職【経験者】 1人 0人 0人 0人 0人 

福祉総合職（社会福祉士）【経験者】 3人 2人 2人 1人 0人 

福祉総合職（心理）【経験者】 0人 0人 0人 0人 0人 

保健師【経験者】 0人 0人 0人 0人 0人 

保育士【経験者】 1人 1人 1人 1人 1人 

合計 79人 66人 46人 21人 12人 

 

 

 

 

 (2)  令和 6年度実施の管理職登用試験の状況 

管理職（課長補佐等６級）に登用するための試験の申込者数等は次のとおりです 

受験対象者 申込者数 受験者数 合格者数 

136人 28人 21人 19人 
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5 職員の福祉及び利益保護の状況 

（1） 共済制度の概要 

地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として、相互救済によって組合員

及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資す

ることを目的とし地方公務員等共済組合法に基づいて設けられています。 

 地方公務員の共済制度は、千葉県市町村職員共済組合を通して、その目的を達成する

ために大きく分けて次の３つの事業を行っています。 

☆短期給付事業・・組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対

して、必要な保険給付 

☆長期給付事業・・組合員の退職・障害又は死亡に対して厚生年金又は一時金の給付 

☆福祉事業・・・・健康診査などの健康の保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金 

の貸付等 

 

（2） 職員の福利厚生の現状 

  地方公共団体は、地方公務員法により、職員の福利厚生の計画を樹立し、実施するこ

とが義務付けられています。本市では互助会組織として、我孫子市職員福利厚生会が市

に代わり市から助成を受けて、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について

厚生事業を実施しています。 

  また、我孫子市職員福利厚生会は、市からの負担金と会員の会費により運営されてお

り、令和 3年度の決算額は、13,819,454円で、市からの負担金はありませんでした。 

 

6 公平委員会からの報告事項 

中立的かつ専門的な人事機関として、職員の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定

し必要な措置を執るため、及び職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁

定をするための機関として地方公務員法第 7 条第 4 項の規定により公平委員会を設置して

います。 

令和 6年度中に、公平委員会に提出された措置要求及び審査請求はありませんでした。 
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第４章 会計年度任用職員の任用状況 

 

市では、常勤職員の他に、地方公務員法第 22 条の 2 の規定に基づき、任期を 1会計年度

以内として任用する会計年度任用職員（一般職非常勤職員）の任用をしています。 

令和 7年 4月 1日の会計年度任用職員の職員数等は次のとおりです。 

 

職種 人数 給料又は報酬 

事務補助職員 187 人 時給 1,234円～1,375円 

保育士（フルタイム勤務） 24 人 月給 223,000円～233,300円 

保育士（パートタイム勤務） 34 人 時給 1,480円～1,532円 

放課後児童支援員 58 人 時給 1,130円～1,500円 

その他職種 605 人 生活支援員時給 1,264円～1,308円、看護師 1,624

円～1,820円ほか 

合計 908人  

 

 

 

 


